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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プロセッサにより実行され、３次元ボリューム内の３次元の標的を追跡する方法であっ
て、
　画像取得装置から、前記標的の関心領域と前記３次元ボリューム内の前記標的の位置を
含む３次元医用画像を受信するステップと、
　前記プロセッサにより実行され、前記３次元医用画像から複数の２次元スライスを抽出
するステップと、
　前記プロセッサにより実行され、前記２次元スライスに対する２次元パッチを決定する
ステップであって、前記２次元パッチは前記標的と関連する前記２次元スライスの領域に
対応しているステップと、
　前記プロセッサにより実行され、前記２次元パッチの位置と前記３次元ボリューム内の
標的の位置との間の距離を反映するオフセット値を決定するステップと、
　前記プロセッサにより実行され、前記関心領域内の前記標的の位置を決定するために前
記２次元パッチを適応フィルタモデルに変換するステップであって、前記適応フィルタモ
デルは前記オフセット値を含むステップと
　を有することを特徴とする方法。
【請求項２】
　請求項１記載の方法において、
　前記２次元パッチを変換するステップは、適応フィルタ技術を使用するステップを含み
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、
　前記適応フィルタ技術は、整合フィルタ、最大マージン相関フィルタ、合成弁別関数フ
ィルタ、及び最小平均２乗フィルタの少なくとも１つを含む
　ことを特徴とする方法。
【請求項３】
　請求項１記載の方法において、
　前記オフセット値は、前記２次元パッチの位置と前記３次元ボリューム内の前記標的内
の基準点との間の距離ベクトルを含む
　ことを特徴とする方法。
【請求項４】
　請求項１記載の方法において、
　２次元スライスは、前記３次元ボリューム内の前記標的の動きと実質的に平行である
　ことを特徴とする方法。
【請求項５】
　請求項１記載の方法において、
　２次元スライスは、前記３次元ボリューム内の前記標的の動きと実質的に直交する
　ことを特徴とする方法。
【請求項６】
　請求項１記載の方法において、
　前記適応フィルタモデルと前記２次元スライスの両方が同一の向きを有する
　ことを特徴とする方法。
【請求項７】
　請求項１記載の方法において、
　前記適応フィルタモデルと前記２次元スライスの両方が同じ領域内にあり、
　前記領域は、周波数領域又は空間領域のいずれかである
　ことを特徴とする方法。
【請求項８】
　請求項１記載の方法において、
　前記プロセッサにより実行され、前記２次元スライスを前記適応フィルタモデルの領域
に変換するステップをさらに有し、
　前記領域は、周波数領域又は空間領域のうちの少なくとも１つであり、
　前記適応フィルタモデルは前記２次元スライスと同様の向きである
　ことを特徴とする方法。
【請求項９】
　請求項１記載の方法において、
　前記プロセッサにより実行され、前記３次元医用画像から前記複数の２次元スライスを
抽出する前に、パラメータを調整するステップをさらに有する
　ことを特徴とする方法。
【請求項１０】
　請求項９記載の方法において、
　前記パラメータは、標的位置パラメータを有する
　ことを特徴とする方法。
【請求項１１】
　請求項９記載の方法において、
　前記パラメータは、初期標的位置パラメータを有する
　ことを特徴とする方法。
【請求項１２】
　請求項９記載の方法において、
　前記パラメータは、スライス方向パラメータを有する
　ことを特徴とする方法。



(3) JP 6624695 B2 2019.12.25

10

20

30

40

50

【請求項１３】
　請求項１２記載の方法において、
　前記スライス方向パラメータは、矢状方向、冠状方向、又は軸方向の少なくとも１つを
有する
　ことを特徴とする方法。
【請求項１４】
　請求項９記載の方法において、
　前記パラメータは、スライス厚さパラメータを有する
　ことを特徴とする方法。
【請求項１５】
　請求項９記載の方法において、
　前記パラメータは、前記３次元ボリュームにおける前記標的の動きの方向を有する
　ことを特徴とする方法。
【請求項１６】
　請求項１記載の方法において、
　前記適応フィルタモデルは信頼度スコアを含み、
　前記信頼度スコアは、前記適応フィルタモデルと前記２次元スライスの特定位置との間
の相対的適合度を示す
　ことを特徴とする方法。
【請求項１７】
　請求項１記載の方法において、
　前記プロセッサは複数の適応フィルタモデルを生成する
　ことを特徴とする方法。
【請求項１８】
　請求項１７記載の方法において、
　前記複数の適応フィルタモデルの各々は、前記標的を含む特定の関心領域に対して設計
されている
　ことを特徴とする方法。
【請求項１９】
　請求項１７記載の方法において、
　前記プロセッサは、２つ又はそれ以上の適応フィルタモデルを組み合わせ、各フィルタ
モデルは異なるスライス方向に対応している
　ことを特徴とする方法。
【請求項２０】
　請求項１記載の方法において、
　前記２次元パッチは、前記標的を含む前記２次元スライスの領域に対応している
　ことを特徴とする方法。
【請求項２１】
　請求項１記載の方法において、
　前記２次元パッチは、前記標的を取り囲むが前記標的を含まない領域に対応する情報を
含むように構成されている
　ことを特徴とする方法。
【請求項２２】
　請求項１記載の方法において、
　３次元の前記標的は、腫瘍である
　ことを特徴とする方法。
【請求項２３】
　３次元ボリュームの２次元画像スライスを使用して、前記３次元ボリューム内の３次元
の標的を追跡するシステムであって、
　プロセッサと、
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　前記プロセッサに動作可能に結合され、前記プロセッサによって実行されたとき、前記
プロセッサに方法を実行させるコンピュータ実行可能命令を格納するメモリとを備え、
　前記方法は、
　画像取得装置から、前記標的の関心領域と前記３次元ボリューム内の前記標的の位置を
含む前記３次元ボリュームの３次元医用画像を受信し、前記３次元医用画像が前記メモリ
に格納されているステップと、
　前記プロセッサにより実行され、前記３次元医用画像から複数の２次元スライスを抽出
するステップと、
　前記プロセッサにより実行され、前記２次元スライスに対する２次元パッチを決定する
ステップであって、前記２次元パッチは前記標的と関連する前記２次元スライスの領域に
対応しているステップと、
　前記プロセッサにより実行され、前記２次元パッチの位置と前記３次元ボリューム内の
前記標的の位置との間の距離を反映するオフセット値を決定するステップと、
　前記プロセッサにより実行され、前記関心領域内の前記標的の位置を決定するために前
記２次元パッチを適応フィルタモデルに変換するステップであって、前記適応フィルタモ
デルは前記オフセット値を含むステップとを有する
　ことを特徴とするシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（関連出願との相互参照）
　［０００１］
　本出願は、２０１５年１月２８日に出願された「適応型放射線療法に対する３次元位置
特定及び追跡」と題された代理人整理番号第１２４７５．００５９－０００００号に関連
しており、その全内容は参照により本明細書に組み込まれる。
【０００２】
　（技術分野）
　［０００２］
　本開示は一般に放射線療法（radiation therapy）又は放射線治療（radiotherapy）に
関する。より詳細には、本開示は、放射線治療の間に使用される放射線療法の治療計画を
開発する際に使用する腫瘍を３次元追跡するためのシステム及び方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　［０００３］
　放射線治療は、哺乳動物（例えば、ヒト及び動物）の組織に癌や他の病気を治療するた
めに使用される。そのような放射線治療技術は、患者が、標的（例えば、腫瘍）に高強度
かつ高精度に収束する多数の低強度のガンマ線により照射される、ガンマナイフ（Gamma 
Knife）である。他の実施形態において、線形加速器を使用する放射線治療が提供され、
それにより、腫瘍が、高エネルギー粒子（例えば、電子、陽子、イオン等）により照射さ
れる。放射線ビームの配置及び線量は、腫瘍が処方された（prescribed）放射線を確実に
受けるように正確に制御されなければならず、ビームの配置は、周囲の健康な組織（しば
しばリスク臓器（ＯＡＲ）と呼ばれる）への損傷を最小限に抑えるようなものでなければ
ならない。
【０００４】
　［０００４］
　放射線ビームは、マルチリーフコリメータを使用することにより、腫瘍の形状に適合す
るように成形されてもよい（例えば、マルチリーフコリメータは、カスタマイズされた放
射ビーム形状を作成するために、互いに独立して移動する複数のタングステンのリーフを
含む）。放射線は「処方された（prescribed）」と呼ばれる。医師が医学の処方箋と同様
に腫瘍及び周囲の器官に所定量の放射線の照射を要求するからである。
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【０００５】
　［０００５］
　伝統的には、各患者に対して、放射線療法治療計画（「治療計画」）が、臨床的及び線
量的な目的及び制約（例えば、腫瘍及び重要な臓器への放射線の最大、最小及び平均線量
）に基づいて最適化技術を用いて生成される。治療計画手順は、標的領域（例えば、腫瘍
）を識別し、腫瘍近傍の重要臓器を識別するために患者の三次元画像を使用することを含
むことができる。治療プランの作成は、臨床的に許容される治療計画となるために個々の
重要性（例えば、重み付け）を考慮して、プランナが、様々な治療目的又は制約（例えば
、投与量ヒストグラム（ＤＶＨ）目標）を遵守しようとする時間のかかるプロセスである
。リスク臓器（ＯＡＲｓ）の数が増えるにつれて（例えば、頭頸部治療では１３まで）、
プロセスの複雑さが増すので、この作業は、様々なリスク臓器（ＯＡＲｓ）によって複雑
になる、時間のかかる試行錯誤のプロセスである。腫瘍から遠いリスク臓器（ＯＡＲｓ）
は放射線から容易に逃げることができる一方、標的腫瘍に近いか又は重複するリスク臓器
（ＯＡＲｓ）は逃げることが困難である。
【０００６】
　［０００６］
　コンピュータ断層撮影（ＣＴ）イメージングは、従来、放射線治療のための治療計画用
の画像データの１次ソースとして働く。ＣＴ画像は、患者の幾何学（ジオメトリ）の正確
な表現を提供し、ＣＴ値は、放射線量計算のための電子密度（例えば、ハウンスフィール
ド（Hounsfield）単位）に直接変換される。しかしながら、ＣＴを使用することは、患者
を追加の放射線量にさらすことを引き起こす。ＣＴ画像に加え、磁気共鳴画像（ＭＲＩ）
スキャンは、ＣＴ画像と比較して優れた軟組織コントラストにより放射線療法で使用する
ことができる。ＭＲＩは電離放射線を含まず、例えば組織の代謝及び機能のような、人体
の機能情報を捕捉するために使用することができる。
【０００７】
　［０００７］
　コンピュータ断層撮影（ＣＴ）、蛍光透視、及び磁気共鳴画像（ＭＲＩ）のようなイメ
ージングシステムは、標的（例えば、器官、腫瘍、など）の位置を決定し、追跡するため
に使用される。ＭＲＩは、ＣＴで使用されるような電離放射線を使用せずに優れた軟組織
のコントラストを提供するので、一般的に使用されている。イメージングシステムと統合
された放射線治療システムの例は、標的（例えば、腫瘍）の３次元（３Ｄ）画像を使用す
るＭＲＩリナック（ＭＲＩ－Ｌｉｎａｃ）を含んでもよい。ＭＲＩリナックのＭＲＩ装置
は、患者の組織中の水素原子核の部分的マップに対応する複数の画像を提供することがで
きる。患者の画像は、２次元（２Ｄ）平面又は３次元（３Ｄ）体積で取得することができ
る。臓器や腫瘍が患者の体内を移動するので、標的の迅速かつ正確な３次元（３Ｄ）位置
特定は重要である。例えば、標的器官又は腫瘍は、様々な動き（例えば、呼吸器、心臓、
蠕動又は他の種類の患者の動き）により移動する。しかし、２ＤＭＲスライスは、典型的
には患者の身体の特定の位置で取得され、２ＤＭＲスライスは、標的器官又は腫瘍の動き
による腫瘍／標的を含まない。したがって、標的腫瘍を取得し、腫瘍の構造及び動きを追
跡するシステム及び方法は、取得された２ＤＭＲスライスが、位置、向き及び／又は厚さ
として標的腫瘍を含み、臨床環境において２ＤＭＲ上で可視となるように要求される。
【０００８】
　［０００８］
　この概要は、本出願のいくつかの教示の概要であり、本主題の排他的又は網羅的な処理
を意図するものではない。本主題に関するさらなる詳細は、詳細な説明及び添付の特許請
求の範囲に記載されている。本発明の他の態様は、以下の詳細な説明を読んで理解し、そ
れらの一部を形成する図面を見れば当業者には明らかであり、それらの各々は限定的な意
味で解釈されるべきではない。本発明の範囲は、添付の特許請求の範囲及びその法的均等
物によって定義される。
【発明の概要】
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【０００９】
　［０００９］
　本開示の特定の実施形態は、医用画像処理のための方法に関する。その方法は、コンピ
ュータ実行可能な複数の命令を実行するプロセッサ装置によって実現されてもよい。その
方法は、プロセッサにより実行され、３次元ボリューム内に標的の位置を特定する方法で
あって、画像取得装置から、前記標的の関心領域を含む３次元医用画像を受信するステッ
プと、前記プロセッサにより実行され、前記３次元画像から複数の２次元スライスを抽出
するステップと、前記プロセッサにより実行され、前記２次元スライスに対する２次元パ
ッチを決定するステップであって、前記２次元パッチは前記標的と関連する前記２次元ス
ライスの領域に対応しているステップと、前記プロセッサにより実行され、前記関心領域
の位置を決定するために前記２次元パッチを適応フィルタモデルに変換するステップとを
有する。
【００１０】
　［００１０］
　本開示の特定の実施形態は、医用画像処理システムに関する。そのシステムは、ボリュ
ームの２次元画像スライスを使用して、前記ボリューム内の３次元標的を追跡するシステ
ムであって、プロセッサと、前記プロセッサに動作可能に結合され、前記プロセッサによ
って実行されたとき、前記プロセッサに方法を実行させるコンピュータ実行可能命令を格
納するメモリとを備え、前記方法は、画像取得装置から、前記標的の関心領域を含む前記
３次元ボリュームの３次元医療画像を受信し、前記３次元画像が前記メモリに格納されて
いるステップと、前記プロセッサにより実行され、前記３次元画像から複数の２次元スラ
イスを抽出するステップと、前記プロセッサにより実行され、前記２次元スライスに対す
る２次元パッチを決定するステップであって、前記２次元パッチは前記標的と関連する前
記２次元スライスの領域に対応しているステップと、前記プロセッサにより実行され、前
記関心領域の位置を決定するために前記２次元パッチを適応フィルタモデルに変換するス
テップと有する。
【００１１】
　［００１１］
　本開示の追加の目的及び利点は、以下の詳細な説明に部分的に記載され、部分的に説明
から明らかであり、本開示の実施によって知ることができる。本開示の目的及び利点は、
添付の特許請求の範囲において特に指摘された要素及び組合せによって実現され、達成さ
れる。
【００１２】
　［００１２］
　前述の一般的な説明及び以下の詳細な説明は例示的及び説明的なものに過ぎず、特許請
求された本発明を限定するものではないことを理解されたい。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
　［００１３］
　必ずしも一定の縮尺で描かれていない図面において、同様の参照番号は、異なる図で類
似の構成要素を示すことがある。文字の接尾辞又は異なる文字の接尾辞を有する同様の数
字は、同様の構成要素の異なる例を表すことができる。図面は、本明細書で論じられてい
る様々な実施形態を例示として概略的に示すが、これに限定されるものではなく、説明及
び図面と共に、開示された実施形態を説明するのに役立つ。適切な場合、同じ参照番号は
同じ又は同様の部品を指すために図面全体を通して使用される。このような実施形態は実
証的であり、本装置、システム、又は方法の網羅的又は排他的な実施形態を意図しない。
【００１４】
　［００１４］
【図１】図１は、放射線治療のための３次元の標的の位置を特定して追跡するための例示
的な放射線治療システムを示す。



(7) JP 6624695 B2 2019.12.25

10

20

30

40

50

【００１５】
　［００１５］
【図２】図２は、図１の放射線治療システムで使用される放射線治療装置であるガンマナ
イフを示す。
【００１６】
　［００１６］
【図３】図３は、図１の放射線治療システムで使用される放射線治療装置である線形加速
器を示す。
【００１７】
　［００１７］
【図４】図４は、適応フィルタモデルを生成する訓練モジュールの例示的フローチャート
を示す。
【００１８】
　［００１８］
【図５】図５は、患者の放射線治療中に腫瘍の位置を特定して追跡するために１つ又はそ
れ以上の訓練された適応フィルタモデルを使用するための例示的なフローチャートを示す
。
【００１９】
　［００１９］
【図６】図６は、適応フィルタモデル、応答マップ、及び患者内の標的を追跡する画像を
示す図である。
【発明の詳細な説明】
【００２０】
　［００２０］
　本開示では、放射線療法治療を受けている患者の解剖学的構造内に腫瘍の位置を特定し
、追跡するための放射線治療システム及び対応する方法が導入されている。具体的には、
放射線治療計画中に、複数の３次元（３Ｄ）磁気共鳴画像（ＭＲＩ）又は４次元（４Ｄ）
磁気共鳴画像（ＭＲＩ）がキャプチャされる。標的、例えば、患者の解剖学的構造におけ
る腫瘍の正確な位置は、当該技術分野において公知のセグメンテーション手法を用いて、
放射線治療システムによって決定することができる。腫瘍の位置が決定された後に、シス
テムは、複数のパッチを生成することができ、パッチの中心から腫瘍へのオフセットを決
定することができる。相関又は外観のモデル化技術を使用するなどの様々な方法は、放射
線治療システムで使用されて複数のパッチの選択された機能を強化し、複数の適応フィル
タモデルをもたらす。これらの適応フィルタモデルは、患者の実際の「オンライン」治療
中に放射線治療システムによって使用することができる。
【００２１】
　［００２１］
　このアプローチの１つの利点は、標的の腫瘍が放射線治療中に位置を特定して追跡する
ことができることである。呼吸、心臓運動、蠕動、患者の不随意運動（例えば、咳、くし
ゃみなど）によって引き起こされる運動のような様々なタイプの運動や、放射線治療中に
治療台上にある患者により引き起こされる自発的な運動のために、腫瘍は、典型的には、
患者の解剖構造内を移動する。ＭＲＩ誘導放射線療法を利用する場合、患者の解剖学的構
造の画像の２次元（２Ｄ）スライス飲みが利用できる。このアプローチは、どの２次元（
２Ｄ）スライスが腫瘍を含むかを決定することを可能にし、潜在的な将来の位置を推定す
ることによって腫瘍を追跡する能力を更に有効に提供する。
【００２２】
　［００２２］
　図１は、放射線療法治療中に標的位置特定及び追跡を実行するための例示的な放射線治
療システム１００を示している。放射線治療システム１００は、インターネット１３２に
接続されたネットワーク１３０に接続された放射線治療装置１１０を含むことができる。
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ネットワーク１３０は、放射線治療装置１１０を、データベース１４０と、病院データベ
ース１４２と、（例えば、患者情報を提供することができる）腫瘍情報システム（ＯＩＳ
）１５０と、（例えば、放射線治療装置１１０によって使用される放射線治療計画を生成
する）治療計画システム（ＴＰＳ）１６０と、画像取得装置１７０と、表示装置１８０と
、ユーザインターフェース１９０に接続する。
【００２３】
　［００２３］
　放射線治療装置１１０は、プロセッサ１１２と、メモリ装置１１６と、通信インターフ
ェース１１４とを含むことができる。メモリ装置１１６は、オペレーティングシステム１
１８と、治療計画ソフトウェア１２０と、適応フィルタ１２６を生成するトレーニングモ
ジュール１２４と、標的位置特定モジュール１２８のためのコンピュータ実行可能命令や
、プロセッサ２４０によって実行される他のコンピュータ実行可能命令を格納することが
できる。
【００２４】
　［００２４］
　プロセッサ１１２は、メモリ装置１１６に通信可能に接続することができ、プロセッサ
１１２は、それに格納されたコンピュータ実行可能命令を実行するように構成することが
できる。例えば、プロセッサ１１２は、放射線治療の投与中に患者における標的の位置を
決定するために、訓練モジュール１２４と標的位置特定モジュール１２８の両方の機能を
実装するために、訓練モジュール１２４を実行することができる。更に、プロセッサ１１
２は、訓練モジュール１２４及び標的位置特定モジュール１２８とインターフェースする
ことができる治療計画ソフトウェア１２０（例えば、Ｅｌｅｋｔａによって製造されたＭ
ｏｎａｃｏ（登録商標）ソフトウェアなど）を実行することができる。
【００２５】
　［００２５］
　プロセッサ１１２は、例えば、マイクロプロセッサ、中央処理装置（ＣＰＵ）、グラフ
ィック処理ユニット（ＧＰＵ）、加速処理ユニット（ＡＰＵ）等のような１つ又はそれ以
上の汎用処理デバイスを含む、処理装置でもよい。より具体的には、プロセッサ１１２は
、復号命令セットコンピュータ（ＣＩＳＣ）マイクロプロセッサ、縮小命令セットコンピ
ュータ（ＲＩＳＣ）マイクロプロセッサ、超長命令語（ＶＬＩＷ）マイクロプロセッサ、
他の命令セットを実装するプロセッサ、命令セットの結合を実装するプロセッサでもよい
。プロセッサ１１２は、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、フィールドプログラマブル
ゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、システムオンチップ（
ＳｏＣ）などの１つ又はそれ以上の専用処理装置であってもよい。当業者によって理解さ
れるように、いくつかの実施形態において、プロセッサ１１２は、汎用プロセッサよりも
専用プロセッサでもよい。プロセッサ１１２は、また、Ｉｎｔｅｌ（登録商標）により製
造された、Ｐｅｎｔｉｕｍ（登録商標）、Ｃｏｒｅ（登録商標）、Ｘｅｏｎ（登録商標）
、又はＩｔａｎｉｕｍ（登録商標）ファミリー、ＡＭＤ（登録商標）により製造された、
Ｔｕｒｉｏｎ（登録商標）、Ａｔｈｌｏｎ（登録商標）、Ｓｅｍｐｒｏｎ（登録商標）、
Ｏｐｔｅｒｏｎ（登録商標）、ＦＸ（登録商標）、Ｐｈｅｎｏｍ（登録商標）ファミリー
、又は、Ｓｕｎ　Ｍｉｃｒｏｓｙｓｔｅｍｓにより製造された様々なプロセッサのいずれ
かからのマイクロプロセッサのような１つ又はそれ以上の処理装置を含んでもよい。プロ
セッサ１１２は、また、Ｎｖｉｄｉａ（登録商標）により製造された、ＧｅＦｏｒｃｅ（
登録商標）、Ｑｕａｄｒｏ（登録商標）、Ｔｅｓｌａ（登録商標）ファミリー、Ｉｎｔｅ
ｌ（登録商標）により製造された、ＧＭＡ、Ｉｒｉｓ（登録商標）ファミリー、又は、Ａ
ＭＤ（登録商標）により製造されたＲａｄｅｏｎ（登録商標）ファミリーからのＧＰＵの
ようなグラフィカル処理ユニットを含んでもよい。プロセッサ１１２は、また、ＡＭＤ（
登録商標）により製造された、Ｄｅｓｋｔｏｐ　Ａ－４（６，８）シリーズ、Ｉｎｔｅｌ
（登録商標）により製造された、Ｘｅｏｎ　Ｐｈｉ（登録商標）ファミリー、のような加
速処理ユニットを含んでもよい。開示された実施形態は、いかなるタイプのプロセッサに
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限定されず、大量の画像データを識別、分析、維持、生成、及び／又は、提供する、又は
、そのような画像データを操作して標的を定位及び追跡する、又は、開示された実施形態
と一致する他のタイプのデータを操作するような計算命令を満たすように構成されている
。更に、用語「プロセッサ」は、例えば、マルチコアデザインの１つのプロセッサ、又は
、それぞれがマルチコアデザインを有する複数のプロセッサを含んでもよい。プロセッサ
１１２は、記憶装置１１６に格納された一連のコンピュータプログラム命令を実行して、
以下詳細に説明する様々な動作、処理、方法を実行することができる。
【００２６】
　［００２６］
　メモリ装置１１６は、画像取得装置１７９から受信した画像データ１２２（例えば、３
Ｄ　ＭＲＩ、４Ｄ　ＭＲＩ、２Ｄスライス等）、又は、放射線治療装置１１０が使用する
ことができる任意の他のタイプのデータ／情報を格納することができる。メモリ装置２１
０は、コンピュータ実行可能命令が任意のフォーマットで格納される、読み出し専用メモ
リ（ＲＯＭ）、フラッシュメモリ、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、シンクロナスＤ
ＲＡＭ（ＳＤＲＡＭ）又はラムバスＤＲＡＭ等のようなダイナミックランダムアクセスメ
モリ（ＤＲＡＭ）、スタティックメモリ（例えば、フラッシュメモリ、スタティックラン
ダムアクセスメモリ）等を含むことができる。コンピュータプログラム命令は、プロセッ
サ１１２によってアクセスされ、ＲＯＭ又は任意の他の適切な記憶位置から読み出され、
プロセッサ１１２による実行のためにＲＡＭにロードされることができる。例えば、メモ
リ１１６は、１つ又はそれ以上のソフトウェアアプリケーションを格納することができる
。メモリ１１６に格納されたソフトウェアアプリケーションは、例えば、ソフトウェア制
御される装置と同様の一般的なコンピュータシステムのためのオペレーティングシステム
１１８を含むことができる。更に、メモリ１１６は、全体のソフトウェアアプリケーショ
ン、又は、プロセッサ１１２によって実行可能なソフトウェアアプリケーションの一部の
みを格納することができる。例えば、メモリ装置１１６は、治療計画システム１６０によ
って生成された治療計画ソフトウェア１２０として、１つ又はそれ以上の放射線療法治療
計画を格納することができる。
【００２７】
　［００２７］
　いくつかの実施形態では、メモリ装置１１６は機械可読記憶媒体を含むことができる。
一実施形態では、機械可読記憶媒体は単一の媒体であってもよいが、用語「機械可読記憶
媒体」は、１つ又はそれ以上のコンピュータ実行可能命令又はデータを保存する単一の媒
体又は複数の媒体（例えば、集中型又は分散型のデータベース、及び／又は関連するキャ
ッシュ及びサーバ）を含むと解されるべきである。用語「機械可読記憶媒体」は、また、
機械による実行のための一連の命令を記憶又は符号化することができ、機械に本開示の１
つ又はそれ以上の方法システムを実行させる任意の媒体を含むと解されるであろう。用語
「機械可読記憶媒体」は、固体メモリ、光及び磁気媒体を含むと解されるが、それには限
定されない。例えば、メモリ／記憶装置２１０は、１つ又はそれ以上の揮発性、非一時的
、又は不揮発性の有形のコンピュータ可読媒体であり得る。
【００２８】
　［００２８］
　放射線治療装置１１０は、通信プロセッサ１１２とメモリ１１６に通信可能に接続され
た通信インターフェース１１４を介してネットワーク１３０と通信することができる。通
信インターフェース１１４は、例えば、ネットワークアダプタ、ケーブルコネクタ、シリ
アルコネクタ、ＵＳＢコネクタ、パラレルコネクタ、高速データ伝送アダプタ（例えば、
ファイバ、ＵＳＢ３．０、サンダーボルト等）、無線ネットワークアダプタ（例えば、Ｗ
ｉＦｉアダプタ等）、通信アダプタ（例えば、３Ｇ、４Ｇ／ＬＴＥ等）等を含むことがで
きる。通信インターフェース１１４は、放射線治療装置１１０がネットワーク１３０を介
して遠隔に配置された構成要素などの他の機械及び装置と通信することを可能にする１つ
又はそれ以上のデジタル及び／又はアナログ通信装置を含むことができる。
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【００２９】
　［００２９］
　ネットワーク１３０は、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）、無線ネットワーク、
クラウドコンピューティング環境（例えば、サービスとしてのソフトウェア、サービスと
してのプラットフォーム、サービスとしてのインフラストラクチャ等）、クライアント－
サーバ、ワイドエリアネットワーク（ＷＡＮ）等の機能を提供することができる。したが
って、ネットワーク１３０は、放射線治療装置１１０と、例えば、治療計画システム１６
０、腫瘍情報システム１５０、画像取得装置１７０のような多くの様々な他のシステム及
びデバイとの間のデータ伝送を可能にする。さらに、治療計画システム１６０、ＯＩＳ１
５０、及び画像取得装置１７０により生成されたデータは、メモリ１１６、データベース
１４０、又は病院データベース１４２に格納されることができる。データは、必要に応じ
て、プロセッサ１１２によってアクセスされるために、通信インターフェース１１４を介
して、ネットワーク１３０を介して送信／受信されることができる。
【００３０】
　［００３０］
　また、ネットワーク１３０は、遠隔に存在してインターネットに接続しているサーバや
クライアントと通信するためにインターネット１３２に接続されることができる。説明し
たように、ネットワーク１３０は、他のシステムＳ１（１３４）、Ｓ２（１３６）、Ｓ３
（１３８）を含むことができる。システムＳ１、Ｓ２、及び／又はＳ３は、システム１０
０と同一であってもよいし、異なるシステムであってもよい。いくつかの実施形態では、
ネットワーク１３０に接続された１つ又はそれ以上のシステムは、患者に放射線療法を提
供する他の態様と同様に、画像取得、標的位置取得、標的追跡を共同で実行する分散コン
ピューティング／シミュレーション環境を形成することができる。
【００３１】
　［００３１］
　また、放射線治療システム１００は、遠隔に格納された１つ又はそれ以上のプログラム
を実行するためにデータベース１４０又は病院データベース１４２と通信することができ
る。一例として、データベース１４０、病院データベース１４２、又はその両方のデータ
ベースは、Ｏｒａｃｌｅ（登録商標）データベース、Ｓｙｂａｓｅ（登録商標）データベ
ース、他のデータベースのようなリレーショナルデータベースや、Ｈａｄｏｏｐシーケン
スファイル、ＨＢａｓｅ、Ｃａｓｓａｎｄｒａ、他のデータベースのような非リレーショ
ナルデータベースを含むことができる。そのような遠隔プログラムは、例えば、腫瘍情報
システム（ＯＩＳ）ソフトウェア又は治療計画ソフトウェアを含むことができる。ＯＩＳ
ソフトウェアは、例えば、病院のデータベース１４２、データベース１４０、又はＯＩＳ
１５０に格納することができる。治療計画ソフトウェアは、例えば、データベース１４０
、病院データベース１４２、治療計画システム１６０、又はＯＩＳ１５０に格納すること
ができる。したがって、例えば、放射線治療装置１１０は、病院データベース１４２と通
信して、腫瘍情報システム１５０の機能を実装することができる。
【００３２】
　［００３２］
　しかし、開示された実施形態のシステム及び方法は、データベースが別々であることに
限定されない。一態様では、放射線治療システム１００は、データベース２２０又は病院
データベース２３０を含むことができる。あるいは、データベース２２０及び／又は病院
データベース２３０は、放射線治療システム１００から離れて配置されてもよい。データ
ベース１４０及び病院データベース１４２は、データベース１４０又は病院データベース
１４２のメモリ装置に格納されたデータの要求を受信し、処理し、データベース２２０又
は病院データベース２３０からデータを提供するように構成されたコンピューティングコ
ンポーネント（たとえば、データベース管理システム、データベースサーバ等）を含むこ
とができる。当業者であれば、データベース１４０，１４２は、中央方式又は分散方式の
いずれかに配置された複数のデバイスを含むことができることを理解するであろう。
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【００３３】
　［００３３］
　また、放射線治療装置１１０は、データベース１４０に格納された複数の各種データを
送信／受信するために、ネットワーク１３０を介してデータベース１４０と通信すること
ができる。例えば、いくつかの実施形態では、データベース１４０は、複数の画像（例え
ば、３Ｄ　ＭＲＩ、４Ｄ　ＭＲＩ、２Ｄ　ＭＲＩスライス画像、ＣＴ画像、２Ｄ蛍光透視
画像、Ｘ線画像、ＭＲスキャン又はＣＴスキャンからの生データ、画像取得装置１４０か
ら医療におけるデジタル画像と通信（ＤＩＭＣＯＭ）データ、等）を格納するように構成
することができる。データベース１４０は、標的位置特定モジュール１２８、訓練モジュ
ール１２４、及び治療計画ソフトウェア１２０によって使用されるデータを格納すること
ができる。放射線治療装置１１０は、後述するように、複数の適応フィルタモデルを生成
するために、データベース１２０から撮像データ（例えば３Ｄ　ＭＲＩ画像、４Ｄ　ＭＲ
Ｉ画像）を受信することができる。
【００３４】
　［００３４］
　さらに、放射線治療システム１００は、患者の医用画像（例えば、磁気共鳴画像（ＭＲ
Ｉ）画像、３Ｄ　ＭＲＩ、２ＤストリーミングＭＲＩ、４Ｄ容積型ＭＲＩ、コンピュータ
断層撮影（ＣＴ）画像、コーンビームＣＴ、陽電子放射断層撮影（ＰＥＴ）画像、機能的
ＭＲＩ画像（例えば、ｆＭＲＩ、ＤＣＥ－ＭＲＩ、拡散ＭＲＩ）、Ｘ線画像、透視画像、
超音波画像、放射線治療ポータル画像、単一光子放射断層撮影（ＳＰＥＣＴ）、など）を
取得できる画像取得装置１７０を含むことができる。画像取得装置１７０は、例えば、Ｍ
ＲＩ撮像装置、ＣＴ撮像装置、ＰＥＴ撮像装置、超音波装置、透視装置、ＳＰＥＣＴ撮像
装置、又は、患者の１つ又はそれ以上の画像を取得する撮像装置である。画像取得装置１
７０により取得された画像は、画像データ及び／又は試験データのいずれかとして、デー
タベース１４０内に格納することができる。一例として、画像取得装置１７０によって取
得された画像は、放射線治療装置１１０によってメモリ１１６に格納されることができる
。
【００３５】
　［００３５］
　一実施形態では、例えば、画像取得装置１４０は、単一の装置として（例えば、「ＭＲ
Ｉ－Ｌｉｎａｃ」とも呼ばれる線形加速器と組み合わされたＭＲＩ装置）、又は、ガンマ
ナイフと組み合された一体型ＭＲＩ装置として放射線治療装置１１０と統合されることが
できる。このようなＭＲＩ－Ｌｉｎａｃは、例えば、放射線療法治療計画に従って放射線
療法を所定の標的に向けるなど、患者の標的器官又は標的腫瘍の位置を決定するために使
用することができる。
【００３６】
　［００３６］
　画像取得装置１７０は、関心領域（例えば、標的器官、標的腫瘍、又はそれら両方）の
ために患者の解剖学的構造の１つ又はそれ以上の画像を取得するように構成することがで
きる。各２Ｄスライスは、１つ又はそれ以上のパラメータ（例えば、２Ｄスライスの厚さ
、向き、位置、等）を含むことができる。１つ又はそれ以上のパラメータは、標的を含む
ように、プロセッサ１１２を用いて調整することができる。例えば、２次元スライスの選
択された特徴は、例えば、勾配又はＲＦ波形の特性を調整することにより、操作すること
ができる。例えば、スライスの位置は、ＲＦパルスの基本周波数を変更し、同じ勾配強度
を維持することによって変化させることができる。さらに、スライスの向きは、例えば、
物理的に異なる傾斜軸を使用して変化させることができる（例えば、選択されたスライス
が適用された勾配に直交させることができる）。一例において、画像取得装置１７０（例
えば、ＭＲＩ、又はＭＲＩ－Ｌｉｎａｃ）は任意の向きでの２Ｄスライスを得ることがで
きる。例えば、２Ｄスライスの向きは、矢状方向、冠状方向、又は軸配向を含むことがで
きる。これらの配向は、ＭＲＩ又はＭＲＩ－Ｌｉｎａｃに関連付けられた磁場勾配（例え
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ば、Ｇｘ、Ｇｙ、又はＧｚそれぞれ）に対応することができる。プロセッサ１１２は、標
的器官又は標的腫瘍を含むように、２Ｄスライスの厚さのようなパラメータを調整するこ
とができる。一例では、スライスの厚さは、数式１を使用して、計算して調整することが
できる。
【００３７】
　［００３７］
【００３８】
【数１】

【００３９】
　［００３８］
　数式１において、Ｔは、距離単位（例えば、ミリメートル）で測定されるような２Ｄス
ライスの厚さを表す。ΔωＳは、特定の周波数（例えば、ヘルツ「Ｈｚ」）で適用された
無線周波数パルスに対応する励起帯域幅を表す。文字γは、磁気回転比（例えば、プロト
ンに対して、γは２６７．５４ＭＨｚ／テスラ）と呼ばれる定数を表す。Ｇｓｌｉｃｅは
、（例えば、テスラ／メートルで測定された）磁場勾配を表す。一例において、２Ｄスラ
イスは、３Ｄ　ＭＲＩボリュームとして情報から決定することができる。例えば、放射線
治療装置１１０を使用する場合、患者が放射線療法の治療を受けている間に、このような
２Ｄスライスは「リアルタイム」で画像取得装置１７０により取得することができる。
【００４０】
　［００３９］
　治療計画システム１６０は、治療すべき特定の患者のための放射線療法治療計画と、他
の患者のための放射線療法治療計画と、他の放射線治療情報（例えば、ビーム角度、線量
 - ヒストグラム - ボリューム情報、治療中に使用される放射ビーム数、ビーム角度、ビ
ーム当たりの用量、など）とを生成し、格納することができる。例えば、治療計画システ
ム１６０は、患者に適用される特定の放射線量や、他の放射線関連情報（例えば、画像誘
導放射線治療（ＩＧＲＴ）、強度変調放射線療法として（ＩＭＲＴ）、定位放射線療法の
ような治療の種類）を提供することができる。
【００４１】
　［００４０］
　治療計画を生成することは、患者の画像にアクセスし、腫瘍のような標的の輪郭を描く
ために、画像取得装置１７０（例えば、ＣＴ装置、ＭＲＩ装置、ＰＥＴ装置、Ｘ線装置、
超音波装置など）と通信することを含む。いくつかの実施形態では、腫瘍の周囲又は腫瘍
に近接した健康な組織のような１つ又はそれ以上のリスク臓器（ＯＡＲｓ）の輪郭を描く
ことが求められる。したがって、リスク臓器（ＯＡＲ）が標的の組織に近いとき、リスク
臓器（ＯＡＲ）のセグメンテーションを行う。また、標的腫瘍がリスク臓器（ＯＡＲ）に
近い場合（例えば、膀胱や直腸に近接した前立腺の場合）、リスク臓器（ＯＡＲ）のセグ
メンテーションは、標的内だけでなくリスク臓器（ＯＡＲ）内に対しても、治療計画シス
テム１６０が線量分布を研究することを可能にする。
【００４２】
　［００４１］
　放射線療法を受けている患者の、リスク臓器（ＯＡＲ）から標的器官又は標的腫瘍の輪
郭を描くためには、ＭＲＩ画像、ＣＴ画像、ＰＥＴ画像、ｆＭＲＩ画像、Ｘ線画像、超音
波画像、放射線療法ポータル画像、ＳＰＥＣＴ画像等のような医用画像が、画像取得装置
１７０により非侵襲的に得て、人体の内部構造を明らかにすることができる。医用画像か
らの情報に基づいて、３次元構造を得ることができる。また、治療計画プロセスの間に、
多くのパラメータは、標的腫瘍の効率的処置（例えば、標的腫瘍が有効な治療のために十
分な放射線量を受け取ることのような）とリスク臓器（ＯＡＲｓ）への低い放射線量（例
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えば、リスク臓器（ＯＡＲｓ）ができるだけ低い放射線量を受けることのような）とのバ
ランスや、標的器官及び標的腫瘍の位置と、リスク臓器（ＯＡＲ）の位置と、リスク臓器
（ＯＡＲ）に対する標的の動きとのバランスを達成することが考慮される。例えば、３Ｄ
構造は、標的を輪郭付けすることや、各２Ｄレイヤ又はＭＲＩ又はＣＴ画像のスライス内
のリスク臓器（ＯＡＲ）を輪郭付けすること、各２Ｄレイヤやスライスの輪郭を組み合わ
せることによって得ることができる。輪郭は、手動で（例えば、医師、線量測定士、又は
医療従事者により）、又は自動で（例えば、スウェーデン、ストックホルムのエレクタ　
アクチボラケット（Ｅｌｅｋｔａ，ＡＢ）により製造された、アトラスベースの自動セグ
メンテーションソフトウェア、ＡＢＡＳ．ＲＴＭのようなプログラムを使用して）生成す
ることができる。特定の実施形態において、標的腫瘍又はリスク臓器（ＯＡＲ）の３Ｄ構
造は、治療計画システム１６０によって自動的に生成することができる。
【００４３】
　［００４２］
　標的腫瘍とリスク臓器（ＯＡＲｓ）が配置され、描写された後、線量測定士、医師、又
は医療従事者は、標的腫瘍と腫瘍に近接する任意のリスク臓器（ＯＡＲ）（例えば、左右
の耳下腺、視神経、眼、水晶体、内耳、脊髄、脳幹など）に適用される放射線量を決定す
ることができる。放射線量が各解剖学的構造（例えば、標的腫瘍、ＯＡＲ）のために決定
された後、逆計画として知られているプロセスは、ボリューム描写（例えば、標的ボリュ
ーム、輪郭に敏感な構造を定義する）、標的腫瘍およびリスク臓器（ＯＡＲ）周辺のマー
ジン、線量制約（例えば、腫瘍標的に対する全線量及び任意のリスク臓器（ＯＡＲ）に対
するゼロ線量であること、ＰＴＶに対する線量の９５％であること、それと同時に、脊髄
に対する４５Ｇｙ以下の線量、脳幹に対する５５Ｇｙ以下の線量、視神経構造に対する５
４Ｇｙ未満の線量をそれぞれうけること）、ビーム角度選択、コリメータ設定、ビームオ
ン時間、のような１つ又はそれ以上の治療計画パラメータを決定するために行うことがで
きる。逆計画の結果は、治療計画システム１６０又はデータベース１４０に格納すること
ができる放射線療法治療計画を構成することができる。これらの治療パラメータの一部は
、相関させることができる。例えば、治療計画を変更しようとして１つのパラメータ（例
えば、標的腫瘍への線量を増加させる等さまざまな目的に対する重み）を調整することは
、少なくとも１つの他のパラメータに影響を与える可能性があり、それは別の治療計画の
開発につながる可能性がある。したがって、治療計画システム１６０は、放射線治療装置
１１０が患者への放射線治療を提供するために、これらのパラメータを有する調整された
放射線療法治療計画を生成することができる。
【００４４】
　［００４３］
　また、放射線治療システム１００は、表示装置１８０及びユーザインターフェース１９
０を含む。表示装置１８０は、医用画像、インターフェース情報、治療計画パラメータ（
例えば、輪郭、線量、ビーム角度、等）、治療計画、標的、標的の位置を特定及び／又は
標的の追跡、又は任意の関連情報をユーザに表示する１つ又はそれ以上の表示画面を含む
ことができる。ユーザインターフェース１９０は、ユーザが放射線治療システム１００に
情報を入力するための、キーボード、キーパッド、タッチスクリーン又は任意のタイプの
デバイスを含むことができる。
【００４５】
　［００４４］
　放射線治療装置１１０が解剖学的関心領域に標的腫瘍を位置特定し追跡するために、例
えば、プロセッサ１１２は標的位置特定モジュール１２８を実行することができる。本開
示において後述するように、標的取得モジュール１２０は、訓練モジュール１２４によっ
て生成された適応フィルタモデル１２６を利用することができる。さらに、適応フィルタ
モデルは、特定のドメイン情報（例えば、空間領域又は周波数領域）、位置情報（例えば
、ボリューム内の３Ｄ位置、３Ｄオフセット情報、又は２Ｄ変位情報）を含むことができ
る。標的位置特定モジュール１２８は、以下に説明するように、訓練モジュール１２４に
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よって生成された少なくとも１つの適応フィルタモデル１２６を使用する。
【００４６】
　［００４５］
　更に、放射線治療システム１００の任意の及び全ての構成要素は、実施の形態では、仮
想マシン（例えば、ＶＭＷａｒｅ、Ｈｙｐｅｒ－Ｖ、など）として実装されてもよい。例
えば、仮想マシンは、ハードウェアとして機能するソフトウェアであることができる。し
たがって、仮想マシンは、少なくとも１つ又はそれ以上の仮想プロセッサ、１つ又はそれ
以上の仮想メモリ、一緒にハードウェアとして機能する１つ又はそれ以上の仮想通信イン
ターフェースを含むことができる。例えば、ＯＩＳ１５０、ＴＰＳ１６０、画像取得装置
１７０は、仮想マシンとして実現することができる。処理能力、メモリ、利用可能な計算
能力を考えると、全体の放射線治療システムは、仮想マシンとして実現することができる
。
【００４７】
　［００４６］
　図２は、放射線療法治療デバイス２００、例えば、スウェーデン、ストックホルムのエ
レクタ　アクチボラケット（Ｅｌｅｋｔａ，ＡＢ）により製造されたレクセルガンマナイ
フ（Ｌｅｋｓｅｌｌ　Ｇａｍｍａ　Ｋｎｉｆｅ）のひとつのタイプの一例を示す。ガンマ
ナイフは、（図１に示された）標的位置特定モジュール１２８を利用するように構成する
ことができ、標的位置特定モジュール１２８は、（例えば、画像取得装置１７０から）遠
隔でＭＲＩ画像にアクセスして、脳内の標的腫瘍の位置を特定することができる。一実施
形態では、画像取得装置１７０としてのＭＲＩ装置は、ガンマナイフと統合することがで
きる。図２に示すように。放射線治療セッションの間に、患者２１０は手術又は放射線療
法を受ける患者の身体部分（例えば、頭部）を安定に保つために座標フレーム２２０を着
用することができる。調整フレーム２２０と患者位置決めシステム２３０は、患者を撮像
する間、又は放射線手術の間に使用することができる空間座標系を確立することができる
。放射線治療装置２００は、複数の放射線源２５０を囲む保護ハウジング２４０を含むこ
とができる。放射線源２５０は、ビームチャンネル２６０を介して複数の放射線ビーム（
例えば、ビームレット）を生成することができる。複数の放射線ビームは、異なる方向か
らアイソセンタ２７０に焦点を合わせるように構成することができる。個々の放射線ビー
ムは比較的低い強度を有しているが、異なる放射線ビームからの複数の線量がアイソセン
タ２７０に蓄積する場合、アイソセンタ２７０は放射線の比較的高いレベルを受信するこ
とができる。特定の実施形態では、アイソセンタ２７０は、腫瘍のように手術又は処置下
の標的に対応することができる。
【００４８】
　［００４７］
　図３は、放射線治療装置３００のタイプの他の例（例えば、スウェーデン、ストックホ
ルムのエレクタ　アクチボラケット（Ｅｌｅｋｔａ，ＡＢ）により製造されたリナック（
ＬＩＮＡＣ）と呼ばれる線形加速器）を示す。線形加速器３００を用いて、患者３０２は
、（図１に示された）治療計画システム１６０により生成された放射線療法治療計画によ
って決定される放射線量を受けるように患者テーブル３０４上に配置することができる。
放射線治療計画は、患者３０２の解剖学的構造内に位置する標的器官又は標的腫瘍のよう
に、ボリューム内の３Ｄ標的の位置を特定し、追跡するために使用することができる。
【００４９】
　［００４８］
　線形加速器３００は、患者３０２の周りを回転するガントリ３０８に接続された放射ヘ
ッド３０６を含むことができる。放射ヘッド３０６は、標的臓器又は標的腫瘍に向けられ
る放射線ビーム３１０を生成する。ガントリ３０８が回転すると、放射ヘッド３０６は患
者３０２の周りに回転することができる。回転している間、放射ヘッド３０６は、（図１
に示された）治療計画システム１６０により生成された治療計画に応じて腫瘍の角度と形
状と大きさに応じた、複数の変化する線量の放射線を患者３０２に提供することができる
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。臓器や腫瘍が患者の体内を移動するので、標的の迅速かつ正確な３次元位置特定は重要
である。例えば、標的臓器又は腫瘍は、様々な運動の種類（例えば、呼吸、心臓、蠕動又
は他のタイプの患者の動き）のために移動する。したがって、線形加速器３００は、標的
位置特定モジュール１２８の使用による放射線治療中に、標的（例えば、臓器又は腫瘍）
の位置を特定し、標的を追跡するように構成することができる。
【００５０】
　［００４９］
　また、患者テーブル３０４の下方に、フラットパネルシンチレータ検出器３１２が設け
られており、フラットパネルシンチレータ検出器３１２は、患者３２の身体上の標的臓器
又は標的腫瘍に位置するアイソセンタ３１４の周りに放射ヘッド３０６と同期して回転す
る。フラットパネルシンチレータは、達成可能な最高の信号対雑音比を有する画像を取得
することができ、任意の特定の放射線療法治療セッション中に患者３０２によって受けら
れた放射線の量を検証するために使用することができる（例えば、放射線療法治療が放射
線治療の複数のセッションを必要とし、各セッションは通常「ｆｒａｃｔｉｏｎ」と呼ば
れる）。さらに、このような画像は、放射ヘッド３０６に対する患者位置決めの幾何学的
な精度を決定するために使用される。
【００５１】
　［００５０］
　放射ヘッド３０６によって生成されるビーム３１０の中心と軸３１６との交点は、通常
「アイソセンタ」と呼ばれる。
患者３０２の腫瘍部位をアイソセンタ３１４又はアイソセンタ３１４に近接して配置する
ことができるように、患者テーブル３０４を電動で動かすことができる。例えば、患者テ
ーブル３０４は、放射線ヘッド３０６に位置する治療用放射線源に対して患者３０２の長
手方向位置又は横手方向位置を上昇し、変化するように、直線加速器３００の１つのそれ
以上の他のコンポーネントへの相対的な位置を変更することができる。
【００５２】
　［００５１］
　一実施形態では、線形加速器３００は、単一の装置（例えば、ＭＲＩ－Ｌｉｎａｃ）と
しての磁気共鳴イメージング装置のような（図１に示されている）画像取得装置１７０と
一体化することができる。このような場合には、放射線療法治療中に患者テーブル３０４
が挿入される孔の大きさにより限定的しか動かないように患者テーブル３０４が構成され
ている場合、ＭＲＩ－Ｌｉｎａｃは、放射線源に対して患者３０２の位置合わせを「仮想
的に」調整することができる「仮想カウチ」を含むことができる。このような実施形態で
は、ＭＲＩ－Ｌｉｎａｃは、所定の標的に放射線治療を行うためのように、標的位置特定
モジュール１２８を使用して、患者３０２内の標的の位置を決定し、標的を追跡するため
に使用することができる。
【００５３】
　［００５２］
　図４は、適応フィルタモデル１２６を生成するための訓練モジュール１２４のプロセス
４００を示す。（図１に示された）適応フィルタモデル１２６は、標的の位置を決定し、
次に標的を追跡するために、標的位置特定モジュール１２８によって利用されることがで
きる。
【００５４】
　［００５３］
　ステップ４０２では、（図１に示された）訓練モジュール１２４が、特定の患者のため
の関心領域の画像取得装置１７０から複数の画像（例えば、３ＤＭＲＩ、４ＤＭＲＩなど
）を受信する。複数の画像は、例えば、標的（例えば、標的臓器、標的腫瘍、など）を含
む関心領域の３ＤＭＲＩ画像、又は４ＤＭＲＩ画像であることができる。
【００５５】
　［００５４］
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　ステップ４０４では、プロセッサ１１２を用いる訓練モジュール１１０が、複数のＭＲ
Ｉ画像から関心領域内の標的（例えば、標的臓器、標的腫瘍、など）を含む複数のスライ
ス（例えば、２Ｄスライス）を抽出するように処理する。例えば、２Ｄスライスの厚さは
、放射線療法治療を開始する前に予め決定する（例えば、３ＤＭＲＩボリューム又は４Ｄ
ＭＲＩボリュームに基づく情報から決定する）ことができる。情報は、２Ｄスライスが周
波数領域又は空間領域内にあるべきか否かを含むことができる。あるいは、患者４０２が
放射線療法で処置されているとき（例えば、リアルタイムで）、訓練モジュール１１０は
２Ｄスライス情報を受信することができる。例えば、ＭＲＩ－Ｌｉｎａｃは、放射線療法
で患者４０２を治療するために使用することができる。この放射線療法のプロセスの間、
ＭＲＩ－Ｌｉｎａｃは、治療プロセス中の複数の３ＤＭＲＩ画像や複数の４ＤＭＲＩ画像
を取ることができる。抽出されたスライスは、標的を取り囲む患者の解剖学的構造の２Ｄ
スライスを表す。さらに、抽出された２Ｄスライスは、標的の運動に対して平行又は垂直
のいずれかであることができる。
【００５６】
　［００５５］
　ステップ４０６では、プロセッサ１１２が、抽出された各２Ｄスライスに対する１つ又
はそれ以上の２Ｄパッチを決定する。一例では、２Ｄパッチは、標的を含むことができる
２Ｄスライス画像の領域に対応することができる。２Ｄパッチは、任意の形状に構成する
ことができ（例えば、正方形、長方形、円形、多角形等に）、サイズを変化させることが
できる（例えば、３２×３２ピクセルのパッチ、６４×６４ピクセルのパッチ、等のサイ
ズに）。説明のため、方形パッチは、例えば、５１２×５１２ピクセルである２Ｄスライ
スにおける標的に対応する３２×３２ピクセルとすることができる。一例では、２Ｄパッ
チは、標的についての情報と、標的を含まない領域（例えば、背景情報）に対応する情報
とを含むことができる。
【００５７】
　［００５６］
　ステップ４０８では、プロセッサ１１２が、オフセット値を決定する。オフセット値は
、例えば、追跡される標的の中心に２Ｄパッチの中心からの距離である。２Ｄパッチは、
ドメイン情報（例えば、２Ｄパッチの空間領域又は周波数領域に関する情報）を含むこと
ができる。さらに、オフセット情報は、基準点（例えば、ボリューム内の標的に対応する
基準点）からの２Ｄパッチの変位のような情報と、標的の形状の変化（例えば、変形）に
関する情報とを含むことができる。一例では、基準点は、標的の計算された中心（例えば
、腫瘍の重心）を含むことができる。オフセット値は、標的を含む各２Ｄパッチに対して
決定される。したがって、各２Ｄパッチは、自分の関連付けられたオフセット値を有する
。複数のオフセット値及びそれらに関連するパッチは、メモリ１１６に格納される。
【００５８】
　［００５７］
　例えば、２Ｄパッチの中心が座標（例えば、［ｘｐ、ｙｐ、ｚｐ］）を有し、標的腫瘍
の中心が座標（例えば、［ｘｔ、ｙｔ、ｚｔ］）を有すると、標的腫瘍の３Ｄ位置に関連
する２Ｄパッチ中心のオフセットは、ベクトル（例えば、［ｏｘ、ｏｙ、ｏｚ］＝［ｘｔ
－ｘｐ、ｙｔ－ｙｐ、ｚｔ－ｚｐ］）となることができる。したがって、プロセッサ１１
２は、標的腫瘍を追跡することができる。追跡の間、プロセッサ１１２は、新たな患者セ
ットアップのための２Ｄパッチの中心を見つけることができる（例えば、「オンライン／
リアルタイム」を、例えば［ｘｐｎｅｗ、ｙｐｎｅｗ、ｚｐｎｅｗ］とする）。そして、
プロセッサ１１２は、腫瘍の位置を決定することができる（例えば、［ｘｔｎｅｗ、ｙｔ
ｎｅｗ、ｚｔｎｅｗ］＝［ｘｐｎｅｗ＋ｏｘ、ｙｐｎｅｗ＋ｏｙ、ｚｐｎｅｗ＋ｏｚ］）
。
【００５９】
　［００５８］
　ステップ４１０では、プロセッサ１１２が各パッチを適応フィルタモデル１２６に変換
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する、１つ又はそれ以上のタイプの適応フィルタ設計技術を用いることができる。例えば
、適応フィルタ設計の以下のタイプ、マッチドフィルタ、最大マージン相関フィルタ、合
成判別関数フィルタ、最小二乗フィルタ、などを使用することができる。また、適応フィ
ルタモデル１２６は、ボリューム内の標的に対応する２Ｄパッチから決定されるドメイン
情報とオフセット情報を含むことができる。
【００６０】
　［００５９］
　一般に、適応フィルタモデル１２６は、例えば、位置付けられた標的（例えば、腫瘍）
を「モデル化」する。複数の適応フィルタモデル１２６を生成することができる。例えば
、腫瘍の上部に対する適応フィルタモデル１２６と、腫瘍の中部に対する適応フィルタモ
デル１２６と、腫瘍の底部に対する適応フィルタモデル１２６が存在することができる。
また、適応フィルタモデル１２６は、人体解剖学のさまざまな部分（例えば、前立腺、乳
房、肺、心臓、脳のような、１つ又はそれ以上の関心のある標的臓器）のために生成する
ことができる。また、適応フィルタモデル１２６は、関心のある各標的（例えば、肺内の
複数の腫瘍のような特定の臓器内の１つ又はそれ以上の腫瘍、又は、がんが転移した場合
には、１つ又はそれ以上の臓器内の１つ又はそれ以上の腫瘍）に対して生成することがで
きる。
【００６１】
　［００６０］
　更に、適応フィルタモデル１２６は、空間領域又は周波数領域のいずれかで設計するこ
とができる。一例では、適応フィルタモデル１２６の２Ｄスライスへの適用は、周波数領
域において、より計算的に効率的でありうる。適応フィルタモデル１２６は（図１に示さ
れる）メモリ１１６に格納され、続いて取得された２Ｄスライスに適用されるべくプロセ
ッサ１１２によって検索され（例えば、２Ｄスライスが「リアルタイム」／「オンライン
」で取得され）、患者の放射線療法治療中にターゲットの位置を予測する。
【００６２】
　［００６１］
　図５は、患者の「リアルタイム」／「オンライン」放射線療法治療中に標的を追跡する
ために、１つ又はそれ以上の適応フィルタモデル１２６を使用するためのワークフロープ
ロセス５００のための例示的なフローチャートを示す。
【００６３】
　［００６２］
　ステップ５０２では、プロセス５００が始まり、特定の患者に対する標的腫瘍を含む関
心領域に対して設計された適応フィルタモデル１２６を検索する標的位置特定モジュール
１２８に、プロセッサ１１６を用いる（図１に示す）放射線治療装置１０がアクセスする
。
【００６４】
　［００６３］
　ステップ５０４では、プロセッサ１１６が、２Ｄスライスの初期セットを生成するため
に、画像取得装置１７０に提供するために取得プロトコルを受信する。プロトコルは、例
えば、（例えば、肺、前立腺、脳、腎臓、等）と取られたスライスの位置と、（例えば、
取られたスライスに平行又は垂直のような所定の潜在的な器官運動に基づく）スライスの
向きと、（例えば、５ｍｍスライス、１０ｍｍスライス、１５ｍｍスライス、等の）スラ
イスの厚さを含むことができる。ユーザは、ユーザインターフェース１９０を介して提供
される標的の位置の初期推定値を提供することができる。プロセッサ１１６は、２Ｄスラ
イスを取って開始する場所の初期位置として、この初期推定値を利用することができる。
あるいは、そのような位置情報は、プロセッサ１１６によって自動的に決定することがで
きる。
【００６５】
　［００６４］
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　ステップ５０６では、放射線治療装置が、画像取得装置１７０（例えば、ＭＲＩ装置又
はＭＲＩ－Ｌｉｎａｃ装置）からのプロトコルに従って複数の２ＤＭＲＩスライスを受信
する。２Ｄ画像は、腫瘍を有する関心領域に対応させることができる。２Ｄスライスは、
腫瘍に対して平行又は直交してもよい。２Ｄスライスは、腫瘍を囲むことができる。さら
に、２Ｄスライスは、腫瘍の周囲の領域であってもよい。典型的には、ＭＲＩ装置は、周
波数領域での２Ｄスライスを提供する。
【００６６】
　［００６５］
　以下の述べるステップ５０８からステップ５１４では、プロセッサ１１６が、２Ｄスラ
イス上の腫瘍の位置と、３Ｄボリューム内のその位置とを決定する。
【００６７】
　［００６６］
　ステップ５０８では、プロセッサ１１６が、周波数領域又は空間領域のいずれかに２Ｄ
スライスを変換する。２Ｄスライスは、適応フィルタモデル１２６のドメインに一致する
ように変換される。例えば、適応フィルタモデル１２６が空間領域で作成された場合、例
えば、プロセッサ１１６は空間領域に２Ｄスライスを変換する。あるいは、適応フィルタ
モデル１２６が周波数領域で作成された場合、プロセッサ１１６は周波数領域に２Ｄスラ
イスを変換する。
【００６８】
　［００６７］
　ステップ５１０では、プロセッサ１１６が適応フィルタモデル１２６を適用する。上述
したように、適応フィルタモデル１２６は、訓練モジュール１２６によって訓練された複
数の２Ｄパッチから生成された複数のモデルである。プロセッサ１１２は、２Ｄスライス
に複数の適応フィルタモデル１２６を適用する。２Ｄスライスと適応フィルタモデルとは
、例えば、同一の配向（例えば、動きの方向と直交する、動きの方向に平行である、又は
それら両方）を有する。一例では、２Ｄスライスに適応フィルタモデル１２６を適用する
ことは、周波数領域において計算的により効率的である。適応フィルタモデル１２６が２
Ｄスライスにどのように適用することができるかの例を次に示す。
【００６９】
　［００６８］
　適応フィルタモデル１２６は空間領域において２ＤテンプレートＴ（ｘ、ｙ）で表すこ
とができ、２Ｄスライス（例えば、２Ｄ画像）はＩ（ｘ、ｙ）で表すことができる。適応
フィルタモデル１２６を２Ｄスライスの特定の場所に適用すると、相関関係の「信頼度ス
コア」を与えることができる。信頼度スコアは、例えば、特定の適応フィルタモデルが２
Ｄスライスの特定の位置にどれだけよく一致したかの指標を提供する。
【００７０】
　［００６９］
　一例では、適応フィルタモデル１２６が２Ｄスライスの特定の場所と相対的によく一致
すればするほど、より高い信頼性スコアとなる。信頼度スコアは、標的腫瘍が２Ｄスライ
ス内に配置されているかどうか、どこに配置されているか予測するために使用することが
できる。多くの様々なタイプの相関は、状況に応じて信頼度スコアを決定するために利用
することができる。例えば、以下のタイプの相関を使用することができる。相互相関、正
規化相互相関、又は相関係数である。これらを以下で定義する。
【００７１】
　［００７０］
　相互相関は次式で定義される。
【００７２】
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【数２】

【００７３】
　［００７１］
　正規化相互相関は次式で定義される。
【００７４】

【数３】

【００７５】
　［００７２］
　相関係数は次式で定義される。
【００７６】
　［００７３］
【００７７】

【数４】

【００７８】
（例えば、相関係数は、平均補正テンプレートと画像の正規化相互相関と同じである。）
　［００７４］
　上式において、Ｐはテンプレートの空間領域を表し、Ｔは、それぞれ、テンプレートＴ
とスライスＩの平均値とを表す。さらに、Ｎ（ｘ、ｙ）とＣ（ｘ、ｙ）の両方は、例えば
、－１≦Ｎ（Ｘ、Ｙ）、Ｃ（Ｘ、Ｙ）≪＋１のように有限であり、それらの値は、完全な
一致の＋１に対する信頼度スコアとして解釈することができる。信頼度スコアは、例えば
、上記で定義したＲ、Ｎ、Ｃのような情報を含むことができる。
【００７９】
　［００７５］
　３つの相関演算は、例えば、畳み込み定理を適用することにより、周波数領域でも行う
ことができる。例えば、次式である。
【００８０】

【数５】

【００８１】
ここで、
【００８２】

【数６】

【００８３】
は、それぞれ、前方フーリエ変換と逆フーリエ変換を表す。
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【００８４】
　［００７６］
　ステップ５１２では、プロセッサ１１２が、２Ｄスライスに適応フィルタモデル１２６
を適用した結果として、応答マップを決定する。単一の２Ｄスライスに対して、各応答マ
ップが特定の適応フィルタモデルに対応している複数の応答マップを作成することができ
る。適応フィルタモデルと２Ｄスライスの両方が同じ方向を持つことができる。応答マッ
プは、空間領域又は周波数領域で生成されることができる。２Ｄスライスと適応フィルタ
モデル１２６の両方は、空間領域において応答マップを生成する空間領域でなくてはなら
ない。同様に、２Ｄスライスと適応フィルタモデル１２６の両方は、周波数領域において
応答マップを生成する周波数領域でなくてはならない。応答マップは、あらゆる２Ｄスラ
イスに対して作成することができる。生成された応答マップは、適応フィルタモデル１２
６が与えられた２次元スライス内の様々な位置と一致する程度を示す画像であり得る。
【００８５】
　［００７７］
　例えば、適応フィルタモデルＡ（図示せず）は、２Ｄスライス上のあらゆる場所に、プ
ロセッサ１１２を適用させることができる。各場所に対して、プロセッサ１１２は、例え
ば、適応フィルタＡが２Ｄスライスの特定の場所とどのくらいよく一致しているかを示す
信頼性スコアを決定することができる。適応フィルタモデルが２Ｄスライス上の場所に対
してよりよく一致すればするほど、その特定の場所に対する信頼度スコアがより高く（例
えば、＋１に近く）なる。応答マップ画像上のより明るい領域はより良い一致、したがっ
て、より暗い領域よりも高い信頼度スコア（例えば、２Ｄスライスの特定の場所における
適応フィルタモデルＡとの間で）を示すことができる。より明るい領域は、応答マップ内
のより暗い領域よりも高い信頼度スコアを持つことができる。適応フィルタモデルＡが２
Ｄスライスに適用された後、応答マップＡを生成することができる。プロセッサ１１２は
、別の適応フィルタモデルＢ（図示せず）を検索し、例えば、適応フィルタモデルＢをあ
らゆる場所に適用するプロセスを繰り返し、応答マップＢを生成することができる。した
がって、標的位置特定モジュールを使用するプロセッサは、２Ｄスライスに複数の適応フ
ィルタモデルを適用し、メモリ１１６に格納することができる、複数の応答マップを生成
することができる。２Ｄスライスの各場所で、信頼度スコアが適応フィルタモデルに対応
して生成される。高い信頼度スコアは、標的腫瘍が位置する２Ｄスライス上の位置に対応
する。
【００８６】
　［００７８］
　ステップ５１４では、プロセッサ１１２が信頼度スコアに基づいて２Ｄスライス上の標
的腫瘍の位置を予測する。例えば、応答マップ上の特定の位置に対して、各信頼度スコア
が特定の適応フィルタモデルに対応する複数の信頼度スコア値が存在し得る。腫瘍の位置
を予測するために、プロセッサ１１２は、２Ｄスライス上の特定の位置の最大信頼スコア
値を選択することができる。あるいは、プロセッサ１１２は、２Ｄスライス上の特定の位
置い対するすべての信頼度スコアの加重平均を使用することができる。一例では、プロセ
ッサ１１２は、Ｎを所定数として、トップＮ個の信頼度スコアの加重平均を計算すること
ができる。複数の適応フィルタモデルを使用して生成された信頼度スコアを使用すると、
予測の精度を高めることができる。したがって、特定の場所に対する高い信頼度スコアは
、２Ｄスライス上の標的の位置を示すことができ、低い信頼度スコアは腫瘍がその位置に
ないことを示すことができる。＋１に最も近い信頼度スコアは、腫瘍の一部又は腫瘍のす
べてが２Ｄスライス上に位置していることを示すことができる。
【００８７】
　［００７９］
　プロセッサ１１２が２Ｄスライスは腫瘍を含んでいないと判断した場合、プロセス５０
０は、矢印５０１によりステップ５０６に戻り、別の２Ｄスライスを取得することができ
る。プロセス５００は、次の２Ｄスライスを得るために、プロセッサ１１２が取得プロト
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コルを調整するようにする。あるいは、腫瘍は、スライスの厚さ、腫瘍のサイズ、腫瘍の
方向及び他のファクタに基づいて、１つ又はそれ以上の２Ｄスライスに含まれてもよい。
例えば、腫瘍の底部が２Ｄスライスに含まれている場合、プロセッサ１１２は、続いてど
の２Ｄスライスを取得すべきか（例えば、腫瘍の重心を含む２Ｄスライス又は腫瘍の上部
を含む２Ｄスライス）を決定するオフセット情報を使用することができる。
【００８８】
　［００８０］
　例えば、特定の適応フィルタモデルとそれに対応する応答マップからの情報を使用して
、プロセッサ１１２は、その前の２Ｄスライス上の腫瘍の位置を決定することができる。
さらに、適応フィルタモデルに関連付けられたオフセット情報を使用して、プロセッサ１
１２は、３Ｄでの腫瘍の位置（例えば、中心）を推定することができる。例えば、プロセ
ッサ１１２は、腫瘍が２Ｄスライスと、例えば（５、１０）番目のピクセル位置で交差す
ること、腫瘍の中心が２Ｄスライスの中心から法線方向で５ｍｍ離れていることを決定す
ることができる。腫瘍の次の位置を推定するために（例えば、それが移動するにつれて腫
瘍を追跡する）、又は腫瘍の形状に関するより完全な情報を取得するために（例えば、腫
瘍の形状が変更されたかどうか）、プロセッサ１１２は、さまざまなパラメータを調整す
ることができる（例えば、次の２Ｄスライスが取得される位置、その前のスライスと平行
であるが異なる位置の次の２Ｄスライスを取得すること、その前のスライスと垂直である
２Ｄスライスを取得すること、次のスライスの厚さを調整すること、など）。さらに、そ
の前の適応フィルタモデルからオフセット情報を用いて、プロセッサ１１２は、腫瘍の次
の位置を推定することもできる。したがって、プロセッサ１１２は、患者が放射線治療を
受けるにつれ、リアルタイムで腫瘍の動きを追跡することができる。
【００８９】
　［００８１］
　ステップ５１６では、患者は「リアルタイム」放射線療法治療を受けるにつれ、プロセ
ッサ１１２が腫瘍を追跡することができる。加えて、プロセッサ１１２は、複数の２Ｄス
ライスが利用される場合、腫瘍の形状を推定することができる。
【００９０】
　［００８２］
　図６は、標的（例えば、肝臓）の位置を決定するため、２ＤＭＲＩスライスに適用され
る例示的な適応フィルタモデルを図式的に示す。図６０２では、空間領域における適応フ
ィルタモデルの例が図式的に表現されている。（図１に示された）プロセッサ１１２は、
空間領域でもある特定の２Ｄスライスに適応フィルタモデル６０２を適用する標的位置特
定モジュール１２８を使用することができる。２Ｄスライスに、例示的な適応フィルタモ
デル６０２を適用することにより、プロセッサ１１２は、２Ｄスライスの各位置に対して
、例示的な適応フィルタモデル６０２が２Ｄスライスの特定の位置にいかによく一致する
かを決定することができる。有利には、プロセッサ１１２は、約３００ミリ秒で各２Ｄス
ライスを計算することができる。標的位置特定モジュール１２８は、図６０４に図式的に
示されている例示的な応答マップを生成する。例示的な応答マップ６０４は、適応フィル
タモデル６０２が２Ｄスライスのそれぞれの位置にいかによく一致するかを表すことがで
きる。例示的な応答マップ６０４に示されるより明るい領域は、より良好な一致を示し、
したがって、より暗い領域よりも２Ｄスライスの特定の位置における適応フィルタモデル
６０２との間のより高い信頼度スコアを示す。より明るい領域は、応答マップ６０４にお
けるより暗い領域よりも高い信頼度スコアを有することができる。図示のように、応答マ
ップ６０４は、プロセッサ１１２によって決定される、この２Ｄスライスに対して最も高
い信頼度スコアに対応する最も明るい領域６０８を示す。したがって、応答マップ６０４
上の明るい領域６０８は、この特定の２Ｄスライス上の標的の位置に対応することができ
ます。したがって、プロセッサ１１２は、この特定の２Ｄスライス上に配置されている標
的６０８の位置を決定する。さらに、患者の解剖学的構造の位置は２Ｄスライスが画像取
得装置１７０によって生成された場所から生成されるので、プロセッサ１１２は、図６０
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６に示す患者の解剖学的構造上に、標的６０８の位置を決定することができる。図６０６
における赤色の領域は、例えば、患者の解剖学的構造上に重ねた適応フィルタモデル６０
２に対応する。別の実施形態では、例えば、標的は腫瘍を表すことができる。
【００９１】
　［００８３］
　あるいは、応答マップは、例えば、２Ｄスライス及び適応フィルタモデルが周波数領域
にある場合にはそれに応じて周波数領域で表現することができる。周波数領域での応答マ
ップを生成するために、プロセッサ１１２は、２Ｄスライス上で高速フーリエ変換（ＦＦ
Ｔ）を実行することができる。プロセッサ１１２は、周波数領域におけるポイントごとの
乗算を行うことにより、適応フィルタモデルを適用する。応答マップを生成するために、
プロセッサ１１２は逆高速フーリエ変換を実行することができる。
【００９２】
　付記
　［００８４］
　本明細書で言及した全ての刊行物、特許、及び特許文献は、個別に参照により組み込ま
れているかのように、その全体が参照により本明細書に組み込まれる。本明細書と参照に
より組み込まれる文書との間の矛盾する使用法の場合には、組み込まれた文献の使用法は
、本明細書の使用法への補足とみなされるべきであり、相容れない矛盾に対しては、本明
細書の使用法が支配する。
【００９３】
　［００８５］
　例示的な開示された実施形態は、患者が放射線療法治療を受けながら、患者の解剖学的
構造内の標的（例えば、腫瘍）を追跡するためのシステム及び方法を記載する。以上の説
明は、例示の目的で提示されている。それは網羅的ではなく、開示された厳密な形態又は
実施形態に限定されない。実施形態の修正及び適応は、開示された実施形態の明細書及び
実施の考察から明らかになるであろう。
【００９４】
　［００８６］
　本明細書では、「少なくともひとつ」又は「ひとつ又はそれ以上」の他の例（instance
）又は使用（usage）とは独立して、ひとつ又はそれ以上のものを含み、特許文書で一般
的であるように、用語「ａ」又は「ａｎ」が使用される。本明細書において、「又は」と
いう用語は、特に断らない限り、「Ａ又はＢ」には「ＡであってＢでない」、「Ｂであっ
てＡでない」、「Ａ及びＢ」を含むように非排他的である。本明細書では、用語「ｉｎｃ
ｌｕｄｉｎｇ」及び「ｉｎ　ｗｈｉｃｈ」は、それぞれ、用語「ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ」
「ｗｈｅｒｅｉｎ」の平易な英語の等価物として使用される。また、以下の特許請求の範
囲において、「含む（ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ）」及び「含む（ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ）」と
いう用語は、オープンエンドであり、すなわち、そのような用語の後に列挙された要素に
、ある要素を含む装置、システム、デバイス、品物、組成、動作、プロセスを要素として
加えたクレームは依然としてそのクレームの範囲内にあるとみなされる。さらに、添付の
特許請求の範囲において、「第１の」、「第２の」、「第３の」などの用語は、単にラベ
ルとして使用されており、それらに数値的な要件を課すことを意図しない。
【００９５】
　［００８７］
　本明細書に記載の方法例は、少なくとも部分的に機械的に又はコンピュータで実施する
ことができる。いくつかの実施例は、上記の実施例で説明した方法を実行するように電子
デバイスを構成するように動作可能な命令でコード化されたコンピュータ可読媒体又は機
械可読媒体を含むことができる。そのような方法の実装には、マイクロコード、アセンブ
リ言語コード、高水準言語コードなどのコードを含めることができる。様々なプログラム
又はプログラムモジュールは、ソフトウェアプログラミングの様々な技術を使用して作成
することができる。例えば、プログラムセクション又はプログラムモジュールは、Ｊａｖ
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ラミング言語を用いて設計することができる。このようなソフトウェアのセクション又は
モジュールの１つ以上は、コンピュータシステム及び／又はコンピュータ可読媒体に統合
することができる。そのようなソフトウェアコードは、様々な方法を実行するためのコン
ピュータ可読命令を含むことができる。コードは、コンピュータプログラム製品又はコン
ピュータプログラムモジュールの一部を形成してもよい。さらに、一例では、ソフトウェ
アコードは、実行中又は他の時などに、ひとつ又はそれ以上の揮発性、非一時的、又は不
揮発性の有形のコンピュータ可読媒体に有形に格納することができる。これらの具体的な
コンピュータ可読媒体の例は、ハードディスク、リムーバブル磁気ディスク、取り外し可
能な光ディスク（例えば、コンパクトディスク、デジタルビデオディスク）、磁気カセッ
ト、メモリカード、メモリスティック、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、読み出し専
用メモリ（ＲＯＭ）などを含む。
【００９６】
　［００８８］
　更に、例示的な実施形態が本明細書に記載されているが、その範囲は、本開示に基づく
、均等物、改変、省略、組み合わせ（例えば、様々な実施形態を横断する態様）、適応、
又は変更を有する任意及び全ての実施形態を含む。特許請求の範囲の要素は、特許請求の
範囲で使用される言語に基づいて広く解釈されるべきであり、本明細書で記載された実施
例に限定されず、それは非排他的と解釈すべきである。さらに、開示された方法のステッ
プは、ステップを並べ替え、又は挿入又はステップを削除することによってなど、任意の
方法で変更することが可能である。したがって、本明細書及び実施例は、以下の特許請求
の範囲及びその均等物の全範囲によって示される真の範囲及び精神は、例としてのみ考慮
されることが意図されている。
【００９７】
　［００８９］
　上記の説明は例示的なものであり、限定的なものではない。例えば、上記の例（又はそ
のひとつ又はそれ以上の態様）は、互いに組み合わせて使用されてもよい。上記の説明を
検討することにより、当業者によって、他の実施形態を使用することができる。要約は、
読者が技術的開示の性質を迅速に確認できるように、米国特許法規則３７Ｃ．Ｆ．Ｒ．１
．７２（ｂ）に準拠するために提供される。クレームの範囲又は意味を解釈又は制限する
ために使用されないことを理解して提出されている。また、上記の詳細な説明では、開示
を合理化するために様々な特徴をグループ化することができる。これは、クレームされて
いない開示された特徴がクレームに不可欠であることを意図していると解釈されるべきで
はない。むしろ、本発明の主題は、開示された特定の実施形態のすべての特徴よりも少な
くてもよい。したがって、添付の特許請求の範囲は、実施形態又は実施形態としての詳細
な説明に組み込まれ、各請求項は別個の実施形態として独立して立証され、そのような実
施形態は、様々な組み合わせ又は順列で互いに組み合わせることができる。本発明の範囲
は、添付の特許請求の範囲を参照して、そのような特許請求の範囲が権利を与えられる等
価物の全範囲と共に決定されるべきである。
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